
一 頁 

 

○ 電 波 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 四 号 ） の 一 部 を 改 正 す る 省 令 案 新 旧 対 照 表              （ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改  正  案 現     行 
（ 免 許 を 要 し な い 無 線 局 ） （ 免 許 を 要 し な い 無 線 局 ） 

第 六 条 （ 略 ） 第 六 条 （ 略 ） 

２ ・ ３ （ 略 ） ２ ・ ３ （ 略 ） 

４ 法 第 四 条 第 三 号 の 総 務 省 令 で 定 め る 無 線 局 は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。 ４ 法 第 四 条 第 三 号 の 総 務 省 令 で 定 め る 無 線 局 は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。 

一 （ 略 ） 一 （ 略 ） 

二 次 に 掲 げ る 条 件 に 適 合 す る も の で あ つ て 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 電

波 の 型 式 及 び 空 中 線 電 力 に 適 合 す る も の （ 以 下 「 特 定 小 電 力 無 線 局 」 と

い う 。 ） 

二 次 に 掲 げ る 条 件 に 適 合 す る も の で あ つ て 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 電

波 の 型 式 及 び 空 中 線 電 力 に 適 合 す る も の （ 以 下 「 特 定 小 電 力 無 線 局 」 と

い う 。 ） 

(1
)

～ (1
1)  （ 略 ） (1
)

～ (1
1)  （ 略 ） 

 

(1
2)  ミ リ 波 画 像 伝 送 （ ミ リ メ ー ト ル 波 帯 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 し て 行 う

画 像 伝 送 を い う 。 ） 用 及 び ミ リ 波 デ ー タ 伝 送 （ ミ リ メ ー ト ル 波 帯 の 周

波 数 の 電 波 を 使 用 し て 行 う デ ー タ 伝 送 を い う 。 ） 用 で 使 用 す る も の で

あ つ て 、 五 七 GH
z

を 超 え 六 六 GH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る も の 

(1
2)   移 動 体 検 知 セ ン サ ー （ 主 と し て 移 動 す る 人 又 は 物 体 の 状 況 を 把 握 す

る た め 、 そ れ に 関 す る 情 報 （ 対 象 物 の 存 在 、 位 置 、 動 き 、 大 き さ 等 ）

を 高 精 度 で 取 得 す る た め に 使 用 す る セ ン サ ー で あ つ て 、 無 線 標 定 業 務

を 行 う も の を い う 。 ） 用 で 使 用 す る も の で あ つ て 、 次 に 掲 げ る 周 波 数

の 電 波 を 使 用 す る も の 

(一
)

 一 〇 ・ 五 GH
z

を 超 え 一 〇 ・ 五 五 GH
z

以 下 の 周 波 数 （ 屋 内 に お い て 使

用 す る 場 合 に 限 る 。 ） 

(二
)

 二 四 ・ 〇 五 GH
z

を 超 え 二 四 ・ 二 五 GH
z

以 下 の 周 波 数 
(1
3)   移 動 体 検 知 セ ン サ ー （ 主 と し て 移 動 す る 人 又 は 物 体 の 状 況 を 把 握 す

る た め 、 そ れ に 関 す る 情 報 （ 対 象 物 の 存 在 、 位 置 、 動 き 、 大 き さ 等 ）

を 高 精 度 で 取 得 す る た め に 使 用 す る セ ン サ ー で あ つ て 、 無 線 標 定 業 務

を 行 う も の を い う 。 ） 用 で 使 用 す る も の で あ つ て 、 次 に 掲 げ る 周 波 数

の 電 波 を 使 用 す る も の 

(一
)

 一 〇 ・ 五 GH
z

を 超 え 一 〇 ・ 五 五 GH
z

以 下 の 周 波 数 （ 屋 内 に お い て 使

用 す る 場 合 に 限 る 。 ） 

(二
)

 二 四 ・ 〇 五 GH
z

を 超 え 二 四 ・ 二 五 GH
z

以 下 の 周 波 数 

 (
13
)

 （ 略 ） 

 (
14
)

 （ 略 ）  

三 （ 略 ） 三 （ 略 ） 

四 主 と し て デ ー タ 伝 送 の た め に 無 線 通 信 を 行 う も の （ 電 気 通 信 回 線 設 備 四 主 と し て デ ー タ 伝 送 の た め に 無 線 通 信 を 行 う も の （ 電 気 通 信 回 線 設 備

別
添
１
 



二 頁 

 

に 接 続 す る も の を 含 む 。 ） で あ つ て 、 次 に 掲 げ る 周 波 数 の 電 波 を 使 用 し 、

か つ 、 空 中 線 電 力 が 〇 ・ 二 五 ワ ッ ト 以 下 で あ る も の （ 以 下 「 小 電 力 デ ー

タ 通 信 シ ス テ ム の 無 線 局 」 と い う 。 ） 

に 接 続 す る も の を 含 む 。 ） で あ つ て 、 次 に 掲 げ る 周 波 数 の 電 波 を 使 用 し 、

か つ 、 空 中 線 電 力 が 〇 ・ 〇 一 ワ ッ ト 以 下 で あ る も の （ 以 下 「 小 電 力 デ ー

タ 通 信 シ ス テ ム の 無 線 局 」 と い う 。 ） 
(1
)

～ (6
)

 （ 略 ） (1
)

～ (6
)

 （ 略 ） 

(7
)  五 七 GH
z

を 超 え 六 六 GH
z

以 下 の 周 波 数  

五 ～ 十 （ 略 ） 五 ～ 十 （ 略 ） 

   附 則 

 こ の 省 令 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

  

 


